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徳島県青少年健全育成条例における有害がん具類指定一覧

番号 種類 名称 構造 指定年月日 指定理由概要

１ 花火 人工衛星上へ勢い良 上へ勢い良く噴出するもの S41.7.30 人体に危害を及ぼすお

く噴出するもの それがあるため

２ がん具 水中銃 名称のいかんを問わず、ゴム S41.8.20 水中銃の構造及び機能

又はバネその他の伸縮性に が人体に危害を及ぼす

より、 金属製のモリを先端に おそれがあるため

付けて発射させるもの

３ 同上 シュノーケル(筒易水 潜水の用に供される遊具で S42.8.14(H1 構造及び機能が人体に

中呼吸器) あって材質のいかんを問わ 4.11 .5取消 危害を及ぼすおそれが

ず管の一端を通じて空気の し) あるため

吸入及び排出がなされるもの

４ 同上 あいくち ジュラルミン製で刃渡り、刃 S42.8.14 同上

幅、全体の長さ等の長短に

関係なく銃砲刀剣類所持等

取締法 (昭和33年法律第6

号) 第2条第2項のあいくちに

類似するもの

５ 花火 百花園 直径2cm、長さ21cmの円筒 S42.8.14 同上

型花火で上へ勢い良く噴出

するもの

６ がん具 手錠 S51.9.7 構造及び機能が人体に

危害を及ぼし、又その

形状が犯罪を誘発助長

するおそれがあるため

７ 花火 魔術弾 直径2cm、長さ21cm円筒 S54.9.4 その機能が人体に危害

を及ぼすおそれがある

ため

８ 同上 摩術弾 直径2cm、長さ33cm～565cm S54.9.4

円筒

９ がん具 スリングショットファル ゴムちゅう様のもの S54.12.25 同上

コンII

１０ 同上 標的射撃銃サンダー S55.6.13 同上
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１１ 同上 空気銃 レバ一等を持つて空気圧縮ポン S61.7.4 同上

プ又はスプリングを作動すること 〔参考〕 約3m離れた 1

により、空気を圧縮しその空気 位置から発射した場合

の力を利用して弾丸を発射 新聞紙5枚を貫通する

威力を有す。

１２ がん具 ガス銃 充てんした圧縮ガスの力を利用 S61.7.4 同上

して弾丸を発射させるもの

１３ 同上 バネ式銃 レバ一等を持つてバネを圧縮し S61.7.4 同上

その反動力を利用して弾丸を発

射させるもの

１４ 刃物類 バタフライナイフ つかの部分が二つに分かれて、 H10.2.26 構造又は機能が人体に

これを回転することにより、 刃 危害を及ぼすおそれが

体を出し入れすることができる あり、青少年に所持さ

ナイフ せることがその健全な

育成を阻害するおそれ

があるため

１５ 同上 折りたたみ式ナイフ 直線に固定させる装置を有する H10.2.26 同上

もので、 刃体の長さが6cmを超

えるもの(道具類を加えたものを

除く。)

１６ 同上 サバイバルナイフ 両刃で、かつ、みねの部分がの H10.2.26 同上

こぎり状に加工されたもので、刃

体とつかが直線かっ不可動的に

固定されているもの

１７ 同上 固定式ナイフ 刃体の長さが六センチメートル H20.7.9 同上

を超えるナイフであって、刃体が

つかに固定されている片刃又は

両刃のもの (平成十年徳島県

告示第百五十三号 (有害がん

具類を指定する件) により有害

がん具類として指定したサバイ

バルナイフ及び一般家庭用、学

習用又は業務用に使用する、包

丁、果物ナイフ、カッ夕一ナイ

フ、切り出し、くり小刀、ぺーパ

ーナイフ、花小刀、 パン切りナ

イフ、 冷凍ナイフその他のナ

イフを除く。)




